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告 示■

◎群馬県告示第１９０号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。

平成２９年６月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定する区域 吾妻郡長野原町大字林字下原内無地番の一部、６７２番１の一部、６７２番２の一部、６７６

番の一部、６７７番１の一部、大字横壁字観音堂内無地番の一部、５０５番の一部、５０６番の一部、５０７番

の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項及

び第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称 六価クロム化合物並びにふっ素及びその化合物

◎群馬県告示第１９１号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、平成２９年群馬県告示第１９０号に

より指定した特定有害物質によって汚染されている区域の全部について、当該指定を次のとおり解除する。

平成２９年６月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除する区域 吾妻郡長野原町大字林字下原内無地番の一部、６７２番１の一部、６７２番２の一部、６７６

番の一部、６７７番１の一部、大字横壁字観音堂内無地番の一部、５０５番の一部、５０６番の一部、５０７番

の一部

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項及び第２項の基準に適合していなか

った特定有害物質の名称 六価クロム化合物並びにふっ素及びその化合物

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去

◎群馬県告示第１９２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年６月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 南新井前橋線 前橋市清野町字屋敷１１９番の１地先 前 ８．２～６２．５ ３８７４．７
から北群馬郡吉岡町大字大久保字片貝 １５．７～３８．０ ３１２８．１
３９５番の１地先まで
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後 ８．２～６２．５ ３８７４．７
１５．７～３８．０ ３１２８．１
１６．４～３８．０ ９６０．０

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成２９年６月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

保美溜池 理 事 再 任 眞下基 藤岡市保美２１５番地１

同 同 柳井博一 同 同 ３２６番地

同 新 任 清水謙一 同 同 ３１４番地２

同 同 栁井洋 同 同 ３２９番地

同 同 中尾根達男 同 同 ３８８番地

同 同 上野貴行 同 同 １４６１番地

同 退 任 栁井啓二 同 同 ３０７番地

同 同 栁井秀文 同 同 ３７９番地

同 同 栁井義二 同 同 ４１３番地

同 同 上野和夫 同 同 １４８０番地

監 事 新 任 柴﨑時雄 同 同 １２８番地１

同 同 眞下篤夫 同 同 ２５０番地

同 同 川村房賢 同 同 ６８７番地１

同 退 任 清水紀久彌 同 同 ２０番地

同 同 矢内敏雄 同 同 １４３番地２

同 同 市山養仁 同 同 １４７番地２

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第３７号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。
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平成２９年６月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
代表者の氏名

氏 名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

群馬県本田あきこ後援会 武智洋一郎 田尻耕太郎 前橋市西片貝町５－１８－３６

平成２９年５月１９日

三縁会 川鍋太志 串田洋介 高崎市矢中町３１９－６

平成２９年５月２日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３８号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

平成２９年６月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党群馬県吾妻郡第 会計責任者の 南波亜紀美 蜂須賀香奈 平成２９年
一支部 氏名 ５月３１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

群馬土地家屋調査士政治連 代表者の氏名 渡辺元 横田今朝夫 平成２９年
盟 ５月２５日

南波かずのり後援会 会計責任者の 南波亜紀美 蜂須賀香奈 平成２９年
氏名 ５月３１日

柳沢吉保後援会 会計責任者の 柳沢栄子 田中一男 平成２９年
氏名 ５月９日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第３９号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

平成２９年６月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

岩田寿後援会 大澤伊勢松 平成２９年５月１５日

寿後援会 岩田寿 平成２９年５月１５日

下仁田町を守る会 松山くに子 平成２８年１２月３１日

貫井孝道後援会 密照政彦 平成２８年１２月３１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第４０号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

平成２９年６月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

岩田寿 寿後援会 平成２９年５月１５日

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成２９年６月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る物品等の名称、予定数量及び落札金額

購入物品 予定数量 落札金額

Canon LBP9510C用トナーカートリッジ及び回収トナーボックス
ア トナーカートリッジ（ブラック）（大容量） １，７９９本 ２０,９００円／本
イ トナーカートリッジ（イエロー）（大容量） ５５９本 ２３,７５０円／本
ウ トナーカートリッジ（マゼンタ）（大容量） ５３５本 ２３,７５０円／本
エ トナーカートリッジ（シアン）（大容量） ６０８本 ２３,７５０円／本
オ トナーカートリッジ（ブラック）（通常容量） ３本 １３,５００円／本
カ トナーカートリッジ（イエロー）（通常容量） １８本 １８,２００円／本
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キ トナーカートリッジ（マゼンタ）（通常容量） １３本 １８,２００円／本
ク トナーカートリッジ（シアン）（通常容量） １８本 １８,２００円／本
ケ 回収トナーボックス ９８本 ３,３００円／本

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成２９年６月７日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地

５ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

６ 入札公告をした日 平成２９年４月２８日
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